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市
報
15
日
号
に
掲
載
し
て
い
た

こ
ど
も
園
で
行
っ
て
い
る
「
あ
そ

び
の
広
場
」
の
開
催
日
程
は
、
３

月
15
日
以
降
、
各
認
定
こ
ど
も
園

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

砂
防
法
第
２
条
の
規
定
に
基
づ

き
指
定
さ
れ
た
砂
防
指
定
地
の
山

林
は
、
当
該
土
地
に
お
け
る
行
為

の
禁
止
や
制
限
が
発
生
す
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
影
響
を
考
慮
し
、
令

和
３
年
度
か
ら
固
定
資
産
評
価
額

を
減
価
補
正
し
ま
す
。

対
現
況
課
税
地
目
「
山
林
」

減
価
率　
２
分
の
１
の
減
価

事
務
基
本
科
１
期

対
パ
ソ
コ
ン
操
作
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
基
本
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

を
学
び
、
就
職
を
希
望
す
る
人

期
４
月
23
日
㈮
～
７
月
21
日
㈬

時
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
10

分（
祝
日
を
除
く
月
～
金
曜
日
）

会
株
式
会
社
エ
ム
・
エ
ス
オ
フ
ィ

ス 

イ
オ
ン
小
千
谷
店
内 

特
別

研
修
室
〔
小
千
谷
市
大
字
平
沢

新
田
字
荒
田
３
３
９
〕

定
15
人

費
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
、
検
定
受

験
料
な
ど
自
己
負
担
あ
り
）

申
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
南
魚
沼

〆
４
月
５
日
㈪

・
家
庭
内
（
夫
婦
・
親
子
・
相
続

な
ど
）、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
起
こ
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題

・
い
じ
め
、
体
罰
、
女
性
差
別
、

外
国
人
差
別
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

差
別
問
題

固
定
資
産
税
の
評
価
替
え

令
和
３
年
度
は
、
３
年
ご
と
に

行
わ
れ
る
固
定
資
産
税
（
土
地
・

家
屋
）
の
評
価
替
え
の
年
で
す
。

土
地
は
地
域
や
市
街
地
の
整
備

状
況
な
ど
に
よ
る
地
価
の
変
動
を

調
査
し
、
家
屋
は
建
築
物
価
変
動

と
経
年
減
価
に
よ
り
価
格
を
見
直

問
子
育
て
支
援
課

　
☎
７
７
３

−

６
８
２
２

問
税
務
課 

資
産
税
班

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
８

問
新
潟
県
立
魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

　
☎
０
２
５

−

７
９
４

−

２
４
１
０

問
法
務
局 

南
魚
沼
支
局

　
☎
７
７
２

−

２
１
６
４

問
税
務
課 

資
産
税
班

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
８

こ
ど
も
園
あ
そ
び
の
広
場
の

開
催
日
程
は
各
施
設
ま
で

砂
防
指
定
地
の
「
山
林
」
に

土
地
の
減
価
補
正
を
適
用

魚
沼
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

４
月
入
校
生
募
集

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

固
定
資
産
税
の
評
価
替
え
と

固
定
資
産
の
縦
覧
開
始

し
課
税
し
ま
す
。こ
の
作
業
を「
評

価
替
え
」
と
い
い
ま
す
。

固
定
資
産
の
縦
覧
を
開
始
し
ま
す

固
定
資
産
の
確
認
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

期
４
月
１
日
㈭
～
５
月
31
日
㈪

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
で
き
る
人

土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の

納
税
者
か
そ
の
代
理
人

縦
覧
で
き
る
内
容

土
地
所
在
地
番
・
地
目
・
地
積
・

価
格

家
屋
所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造
・
床
面
積
・
価
格

縦
覧
・
閲
覧
場
所

税
務
課 

資
産
税
班
、
大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

注
意

・
所
有
者
の
氏
名
、
住
所
な
ど
の

記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
償
却
資
産
は
縦
覧
の
対
象
外
で

す
。

・
縦
覧
に
は
、
運
転
免
許
証
（
代

理
人
の
場
合
は
委
任
状
も
必

要
）
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
の

提
示
が
必
要
で
す
。

※
縦
覧
で
き
る
内
容
以
外
の
項
目

や
償
却
資
産
の
内
容
を
知
り
た

い
人
は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳

（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
を
申
請
し

３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
は
、

転
入
・
転
出
や
健
康
保
険
の
切
替

え
な
ど
の
手
続
き
で
、
市
民
課
の

窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。
混
雑
を
緩

和
す
る
た
め
に
、
日
曜
日
に
市
民

課
窓
口
を
開
き
ま
す
。

日
３
月
28
日
㈰
、
４
月
４
日
㈰

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
会
本
庁
舎 

市
民
課 

※
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
は

開
設
し
ま
せ
ん

受
け
付
け
る
手
続

・
転
入
、
転
出
、
転
居
、
国
民
健

康
保
険
の
資
格
喪
失
・
資
格
取

得
な
ど
の
届
出

問
市
民
課

　
☎
７
７
３

−

６
６
６
１

日
曜
窓
口
を
開
設
し
ま
す

・
住
民
票
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の

証
明
書
の
交
付
申
請

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

と
交
付
な
ど

注
意

・
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
事
務
は

取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

・
戸
籍
届
出
（
婚
姻
・
死
亡
届
な

ど
）
は
宿
日
直
で
の
取
り
扱
い

に
な
り
ま
す
。

・
関
係
機
関
な
ど
と
の
連
絡
が
必

要
な
手
続
き
は
、
正
式
な
処
理

が
翌
日
以
降
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

・
来
庁
者
が
集
中
し
た
場
合
は
、

待
ち
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

て
く
だ
さ
い
。
縦
覧
期
間
中
は

閲
覧
手
数
料
が
無
料
で
す

日
４
月
11
日
㈰　

午
後
１
時
～
４

時
（
受
付
：
午
後
３
時
ま
で
）

会
塩
沢
庁
舎
２
階

　

２
０
１
・
２
０
２
会
議
室

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

・
阿
部
正
廣
〔
島
新
田
〕

・
三
井
厚
子
〔
舞
子
〕


